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○花巻市保育士等奨学金返済支援補助金交付要綱 

平成30年９月28日告示第364号 

改正 

令和２年３月30日告示第106号 

令和４年３月31日告示第82号 

令和５年５月26日告示第112号 

令和５年11月17日告示第412号 

令和６年３月27日告示第104号 

令和７年２月28日告示第45号 

令和８年３月31日告示第123号 

花巻市保育士等奨学金返済支援補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、保育所等入所可能人数の増加を図るため、保育所等に就職した者に

対し経済的支援をすることにより、保育人材の確保、定着及び離職防止を目的に、奨学

金を利用して資格を取得し、保育所等に就職した保育士等の当該奨学金の返済に要する

額の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、花巻市補助金等交付

規則（平成18年花巻市規則第61号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 奨学金 保育士等が児童福祉法（昭和22年法律第164号）第18条の６第１号に規定

する指定保育士養成施設又は学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する大

学又は同法第124条に規定する専修学校の就学時又は在学期間中の経費及び学費に充

てることを主な目的として、当該保育士等が本人の名義で借り受けた資金のうち、別

表に定めるものをいう。 

(２) 保育所等 次に掲げる市内の施設をいう。ただし、市が設置するものを除く。 

ア 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。イにおいて「法」という。）第７

条第４項に規定する教育・保育施設 

イ 法第７条第５項に規定する地域型保育事業を実施する施設 

 (３) 保育士等 １日当たり６時間以上かつ１月当たり20日以上、保育所等に勤務し、



2/5 

教育又は保育業務に従事する保育士、看護師、准看護師、幼稚園教諭、小学校教諭及

び養護教諭のいずれかの資格を有している者をいう。 

（補助金交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「対象者」という。）は、次の各号のいずれ

も満たす者とする。 

(１) 奨学金を利用して保育士等の資格を取得し、かつ、当該奨学金を自ら返済してい

る者 

(２) 補助金の交付申請日において勤務する保育所等に、同日の属する年度の３月末日

まで継続して勤務する者 

 (３) 保育所等に雇用が開始された日が令和10年３月１日までの者 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の対象としない。 

(１) この要綱による補助金の交付を受けたことがある者。ただし、補助金の交付申請

日において、前年度（出産又は育児による休業を取得した期間がある場合は、当該期

間の開始日が属する年度の前年度をいう。）に補助金の交付決定を受けており、同年

度までの分の補助金の交付対象期間が60月未満である者を除く。 

 (２) 補助金の交付申請日において奨学金の返済を延滞している者 

(３) 奨学金を対象とした他の制度による補助金の交付を受け、又は受ける予定にある

者 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、対象者が交付対象期間において返済した次に掲げる奨学金の額の

２分の１の額（その額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額）の合

計の額とする。ただし、第２号に掲げる奨学金に係る補助金の額にあっては、当該交付

対象期間の月数に１万円を乗じて得た額を限度とする。 

(１) 花巻市奨学金貸与条例（平成18年花巻市条例第236号）第２条第２号に規定する奨

学金（第８条及び別表において「花巻市奨学金」という。） 

 (２) 前号以外の奨学金 

（補助金の交付対象期間） 

第５条 補助金の交付対象期間は、第３条第１項各号に掲げる要件に該当することとなっ

た日が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める月から同日の属する年度の３月

まで（第３条第２項第１号に規定する者にあっては、同月又は同号に規定する交付対象
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期間が60月に達する月のいずれか早い月まで）とする。 

（１） 月の初日の場合 その日の属する月 

（２） 月の初日以外の場合 その日の属する月の翌月 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市長が別に定

める期日までに、次に掲げる書類を添えて、花巻市保育士等奨学金返済支援補助金交付

（変更）申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

(１) 奨学金を貸し付けた機関が発行する当該奨学金の貸与を証明する書類の写し 

(２) 保育士証等資格を証明する書類の写し 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、

花巻市保育士等奨学金返済支援補助金交付（変更）・不交付決定通知書（様式第２号）

により申請者に通知するものとする。 

（実績報告及び請求） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、交付対象期

間において返済すべき奨学金を返済した後、市長が別に定める期日までに、次に掲げる

書類を添えて、花巻市保育士等奨学金返済支援補助金実績報告書兼請求書（様式第３号）

を市長に提出しなければならない。この場合において、花巻市奨学金を受けていた交付

決定者については、第１号の書類の添付を省略することができる。 

(１) 奨学金を貸し付けた機関が発行する当該奨学金の返済を証明する書類又は当該奨

学金の返済の事実を証明する書類の写し 

(２) 保育業務等証明書（様式第４号） 

２ 市長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、その内容を審査し、これを

適当と認めるときは、当該請求があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第９条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定

を取り消すことができる。 

(１) 第３条第１項の要件に該当しなくなったとき。 

(２) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(３) 法令又はこの要綱に違反したとき。 
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(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、花巻市保育士等奨学金返済

支援補助金交付決定取消通知書（様式第５号）により交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の全部

又は一部の返還を命ずることができる。 

（補則） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成30年10月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この告示は、令和13年２月28日限り、その効力を失う。 

附 則（令和２年３月30日告示第106号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年５月26日告示第122号） 

この告示は、告示の日から施行し、第１条の規定による改正後の花巻市保育士等奨学金

返済支援補助金交付要綱の規定は、令和５年４月１日から適用する。 

附 則（令和５年11月17日告示第412号） 

この告示は、告示の日から施行し、第８条の規定による改正後の花巻市保育士等奨学金

返済支援補助金交付要綱の規定は、令和５年４月１日から適用する。 

附 則（令和６年３月27日告示第104号） 

この告示は、告示の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

附 則（令和７年２月28日告示第45号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（令和８年３月31日告示第123号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

(１) 生活福祉資金貸付制度による教育支援資金 

(２) 岩手県母子父子寡婦福祉資金（修学資金及び就学支度資金に限る。） 

(３) 日本学生支援機構の貸与型奨学金（第一種及び第二種に限る。） 

(４) 公益財団法人交通遺児育英会の奨学金 

(５) あしなが育英会の専修・各種学校奨学金 

(６) 公益財団法人伊藤育英会の奨学金 

(７) 花巻市奨学金（市外に住所を有する申請者に限る。） 

(８) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する資金として市長が特に必要と認め 

るもの 

 


